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　　 （受託：公益社団法人 愛知県医師会）

医療機関勤務環境評価センターのホームページが開設されました！

・�医療機関勤務環境評価センターは、病院又は診療所（以下「医療機関」という）に勤務する医師の労働時間の短
縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者
に対して必要な助言・指導を行うことにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目
的として、令和 4年（2022年） 4月に公益社団法人日本医師会が厚生労働省から指定されたものです。
・�医療機関の医師の時間外労働時間数が2024年 4月以降に960時間を超える見込みのある医療機関等は、B・連
携B・C－ 1 、C－ 2 水準（以下「特定労務管理対象機関」といいます。）の指定を受ける必要があります。
・�評価センターは、医療機関の管理者からの求めに応じ、当該医療機関に勤務する医師の労務管理を行うための体制、
労働時間短縮のための取組、当該体制の運用状況及び当該取組の成果等について評価を行うこととされています。

評価センターホームページより URL：https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center/

（2022年 9月16日から公開）

※令和 4年10月31日（月）より評価受審申込が開始されました。



評価に係るポイント

※�愛知県医療勤務環境改善支援センターでは、「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライ
ン（評価項目と評価基準）第 1版」を参考に、「医師の労働時間短縮の取組状況の評価項目チェックシート」を
作成し、ホームページに掲載しています。
　是非、自院の現在の取組状況の確認にご活用ください。
　また、各種情報をいち早くお届けするようメルマガによる配信を行っておりますので、是非ご登録ください。

※評価センターへのお問合せにつきましては、評価センターホームページの「お問合せ」フォームからとなります。

①�受審医療機関の評価は、医療サーベイヤー（医師）と労務管理サーベイヤー（社会保険労務士）の 2名一組で行
います。
②�令和 6年度（2024年 4月）から特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関の初回の評価は、原則
書面による評価を行います。
③�受審する医療機関は、基本情報を記載する「基本情報シート」と評価項目ごとの自己評価を記載する「自己評価シー
ト」を作成します。
　�自己評価シートには、評価項目ごとの自己評価と併せて現在の取組状況、根拠となる資料を添付することとなり
ます。
④�受審する医療機関は、令和 6年度（2024年 4月）以降の医師労働時間短縮計画の案を作成していることが必要
となります。
⑤�評価において、現時点における取組状況に改善の必要があり、かつ今後の取組予定も見直しの必要がある場合や
労働関係法令及び医療法に規定された事項（必須項目）が未達成の場合、評価センターでは一旦評価を中断し、
医療機関に対して、サーベイヤーの助言とともに該当項目の達成に向けた取組の実施を依頼します。（これを中
間報告といいます。）
　�中間報告を受けた医療機関は、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターの支援を受けるなど、一定期間のう
ちに該当項目の達成に向けた取組を進めていき、評価センターは医療機関からの改善報告を受けて、評価手続き
を再開します。
⑥�評価受審申し込みは、Googleアカウントを使用した電子申請となります。
⑦�受審に係る費用は、33万円（税込み）となります。



C－ 2 水準に関するホームページ
「医師の働き方改革Ｃ 2 審査・申請ナビ」が開設されました！

追加的健康確保措置　面接指導実施医師養成講習会について

　・�医師の働き方改革の制度について
　・�C－ 2 水準が適用される医師とC－ 2

水準の対象となる医療機関について
　・�C－ 2 水準に関する各種申請方法に

ついて
　・�C－ 2 水準に関する審査について
　・�よくあるご質問
　・�お問い合わせフォーム　　　等

※�ご質問については当面ホームページの
「お問い合わせフォーム」からの受付
のみとなりますので、ご留意ください。

・�勤務する医療機関の管
理者でないこと
・�講習修了者
・�産業医（講習修了者）
が担うことも可能

・�令和 4年11月中
　開講予定
・�受講無料
・�医師であればどなたで
も受講可能

https://c 2 -shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

追加的健康確保措置（面接指導）

１か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。

1

〈医師の働き方改革C 2審査・申請ナビ〉

〈面接指導実施医師〉

〈面接指導実施医師
� 養成講習会〉

※ 1か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる医師が面接指導の対象となります。



中小企業事業主の皆さまへ
改正育児・介護休業法 対応はお済みですか？

＼令和 ４ 年10月 １ 日から産後パパ育休がスタート／

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設（  ）
対象期間／取得可能日数 子の出生後 8週間以内に 4週間まで取得可能

申し出期限
原則、休業の 2週間前まで
雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、 1か月前までとする
ことができる→詳細は「事業主向け説明資料」 3－ 3 ※1を参照

分 割 取 得 2 回まで分割して取得可能（2回分まとめて申し出する必要あり）

休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することが
できる（就業可能日数等には上限あり→詳細は「事業主向け説明資料」 3－ 3 ※1を参照）

育児休業制度の変更（改正後の内容）（  ）
1 歳までの育児休業 2 回まで分割して取得可能（取得の際にそれぞれ申し出）

特に必要と認められる場合の
1歳以降の育児休業

休業開始日の柔軟化
期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了
予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる。
特別な事情がある場合に限り再取得可能

 新制度　　  今回の改正で新たにできるようになること

規定例はこちら
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▶両立支援等助成金（令和 4 年度） https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf

　職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」を支援します。

出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を
取得させた中小事業主等に支給（代替要員に関する加算措置もあります）。

育児休業等支援コース 育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を行った中小事業主に支給。育児休業取
得者の業務を代替する労働者を確保した場合の支援もあります。

▶就業規則の変更が必要です！
有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要
件が緩和されました。
就業規則に、右記（ 1）の要件が記載されている場合
は、その記載を削除する必要があります。
※�引き続き雇用された期間が 1年未満の労働者は労使協定
の締結により除外可能です。

・�変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
・�常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督
署への届け出も必要です。

規定例はこちら

具体例（改正前の規定例と削除対象）

有期雇用労働者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り
休業をすることができる。
⃝育児休業
（ 1）引き続き雇用された期間が 1年以上 ←削除！
（ 2） 1歳 6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
⃝介護休業
（ 1）引き続き雇用された期間が 1年以上 ←削除！
（ 2）�介護休業開始予定日から93日経過日から 6か月を経過す

る日までに契約が満了することが明らかでない

改正育児・介護休業法に関するお問い合わせ先
愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課　TEL　052－857－0312


